
◉
吉
胡
貝
塚
資
料
館
業
務
員

▼
募
集
人
員
＝
４
名　

▼
対
象
＝
歴
史
文

化
に
関
心
が
あ
り
、
パ
ソ
コ
ン
（
エ
ク
セ

ル
・
ワ
ー
ド
）
が
扱
え
る
方　

▼
採
用
期

間
＝
４
月
１
日
～
９
月
30
日　

▼
勤
務

形
態
＝
土
・
日
曜
日
・
祝
日
を
含
め
週

２
日
程
度
（
月
曜
日
を
除
く
／
祝
日
の

場
合
は
翌
日
）
午
前
８
時
30
分
～
午
後

５
時
15
分　

▼
勤
務
場
所
＝
吉
胡
貝
塚

史
跡
公
園 

吉
胡
貝
塚
資
料
館　

▼
勤
務

内
容
＝
受
付
業
務
、
案
内
業
務
、
施
設

管
理
業
務
、
体
験
講
座
な
ど
の
業
務　

▼
賃
金
＝
時
給
８
１
０
円　

▼
選
考
方

法
＝
面
接
（
詳
細
は
後
日
通
知
）　

▼
申

し
込
み
＝
２
月
26
日
（
金
）
ま
で
に
文

化
財
課
に
あ
る
履
歴
書
に
必
要
事
項
を

記
入
の
う
え
提
出
／
郵
送
の
場
合
は
締

切
日
必
着

▼
文
化
財
課

☎
23
局
３
６
３
５　

22
局
３
８
１
１

◉
田
原
市
博
物
館
受
付
業
務
員

▼
募
集
人
員
＝
２
名　

▼
対
象
＝
歴
史
・

美
術
に
関
心
が
あ
り
、
パ
ソ
コ
ン
（
エ
ク

セ
ル
・
ワ
ー
ド
）
が
扱
え
る
方
／
土
・
日

曜
日
・
祝
日
に
勤
務
可
能
な
方
を
優
先　

▼
採
用
期
間
＝
４
月
１
日
～
９
月
30
日　

▼
勤
務
場
所
＝
田
原
市
博
物
館　

▼
勤
務

内
容
＝
受
付
、
販
売
、
施
設
管
理
、
講
座

の
補
助　

▼
勤
務
形
態
＝
週
４
日
／
午
前

８
時
30
分
～
午
後
５
時
15
分　

▼
賃
金
＝

時
給
８
１
０
円　

▼
選
考
方
法
＝
面
接

（
詳
細
は
後
日
通
知
）　

▼
申
し
込
み
＝
２

月
28
日
（
日
）
ま
で
に
田
原
市
博
物
館
に

あ
る
履
歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え

提
出

▼
田
原
市
博
物
館

☎
22
局
１
７
２
０　

23
局
３
７
７
０

◉
サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら
臨
時
職
員

1
農
園
・
植
物
な
ど
の
管
理
員

▼
賃
金
＝
時
給
９
３
０
円

2
動
物
の
管
理
員

▼
賃
金
＝
時
給
９
３
０
円

₃
事
務
お
よ
び
体
験
工
房
補
助
員

▼
対
象
＝
パ
ソ
コ
ン
が
扱
え
る
方　

▼
賃

金
＝
時
給
８
１
０
円

◉
共
通
事
項

▼
募
集
人
員
＝
若
干
名　

▼
採
用
期
間
＝

４
月
１
日
～
９
月
30
日　

▼
勤
務
場
所
＝

サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら　

▼
勤
務
形
態
＝

週
５
日
／
午
前
８
時
30
分
～
午
後
５
時
15

分　

▼
選
考
方
法
＝
面
接
（
詳
細
は
後
日

通
知
）　

▼
申
し
込
み
＝
２
月
25
日
（
木
）

ま
で
に
サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら
に
あ
る
履

歴
書
に
必
要
事
項
を
記
入
の
う
え
提
出

※
詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▼
サ
ン
テ
パ
ル
ク
た
は
ら

☎
25
局
１
２
３
４　

25
局
１
２
３
５

₂田原市教育振興基本計画案について
意見募集期間 ▼2月17日氺～3月18日㊍
今日の諸課題に対応し、教育の一層の振興を図って
いくための基本的な方向を示した「田原市教育振興
基本計画」を策定します。
担当課 ▼教育総務課
　　　　☎23局3530　 22局3811
　　　　　 kyoikusomu@city.tahara.aichi.jp

₃田原市保育所運営実施計画案について
意見募集期間 ▼2月17日氺～3月18日㊍
子どもの健全育成、育児と就労の両立支援、効率化
など、保育所運営の基本的な方向を示した「田原市
保育所運営実施計画」を策定します。
担当課 ▼子育て支援課 
　　　　☎23局3513　 23局3545
　　　　　 jidou@city.tahara.aichi.jp

パブリックコメント手続制度に基づき、次の案件
について意見を募集します。より良いまちづくり
のため、皆さんのご意見をお聞かせください。

▪意見提出方法
①公表場所へ持参　②郵便　③ＦＡＸ　④Ｅメール
住所、氏名、電話番号を明記のうえ提出してください。

（個々のご意見には直接回答いたしません。）

▪計画案の公表場所
各案件の担当課、市役所情報広場、赤羽根市民センター（旧赤
羽根支所）、渥美支所市民生活課、中央図書館、市ホームページ
　　http://www.city.tahara.aichi.jp/

₁田原市公共下水道全体計画書案について
意見募集期間 ▼2月10日氺～3月11日㊍
生活環境の改善（汚水処理）、浸水の防除（雨水排
除）、河川や海域の水質保全という公共下水道事業
の目的が達成されるよう、基本的な方向を示した

「田原市公共下水道全体計画書」を策定します。
担当課 ▼下水道課 
　　　　☎23局3525　 22局3184
　　　　　 gesui@city.tahara.aichi.jp

 パブリックコメント

意見募集！
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